
 
【別紙２－１】建設資材価格等特別調査分類表 

 
（１） 資材調査について 
 

 
※  なお、上記についての解釈は以下のとおりとする。 

注１） 同一品目であっても調査時期が異なった場合、別品目扱いとする。 
注２） 同一品目であっても調査地区が異なった場合、別品目扱いとする。 
注３） 図面付き資材であっても、標準品として判断される場合は資材 A 扱いとする。 
注４） 調査規格数は事務所単位で整理する。 

 
 
 
 
 

調査分類 



 
（２）工事費等調査について 
  

 
  なお、上記についての解釈は以下のとおりとする。 

注１） 同一工種であっても、調査時期が異なっている場合は別工種とする。 
注２） 同一工種であっても、調査地区が異なっている場合は別工種とする。 
注３） 工事費等調査①②で同一工種複数規格を調査する場合は、原則、複数規格でも

単一規格と同等として一規格での計上とする。ただし、これによりがたい場合

は別途協議する。 
注４） 国土交通省関連標準積算基準書とは、土木工事標準積算基準書、公共建築工事

積算基準、電気通信設備積算基準、機械設備積算基準、三重県が制定する積算

基準（共通・道路・河川・機械・電気通信・下水道・港湾関係編）をいう。 


